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新技術の社会実装は地域の課題解決とともに
─ 滋賀県・湖南市にみる農福連携と営農型発電の展開 ─

活用の考え方・ルールを示した条例を制定し
て多様な主体との連携により地域資源を活用
した様々な先進的な取組みを展開していった。
条例では、地域に存在する自然エネルギーは
地域固有の資源であり、地域に根ざした主体
が地域の発展に資するよう活用することが必
要だとし、市行政・事業者・市民の役割を明
らかにするとともに、学習啓発（「市民連続講
座」をこれまで66回開催）に取り組んでいる。
さらには、市と商工会・民間事業者で地域

新電力会社「こなんウルトラパワー」を設立
し、小売電気事業等により生み出される価値
を域内循環させ、SDGsの基盤となる経済・環
境・社会の３つの側面から地域課題の解決に
つなげようとしている。この構想により、湖
南市は国の「SDGs未来都市」に選定された。
その代表的な取組みのひとつが「小規模分

散型市民共同発電プロジェクト」であり、地
域新電力の設立によって地域のエネルギーマ
ネジメントが可能となり、これまでの市民共
同発電所の取組みと新たな地域新電力の事業
をつなげることで市民共同発電所の事業基盤
が確立しさらなる普及促進に取り組んでいる。

3　福祉への原点回帰
太陽光発電事業の取組みを進めるなかで、

ハンディキャップを抱える人たちの幅広い参
加が難しいという課題が浮かび上がってきた。
そこで、「市民連続講座」での勉強会をきっか
けに、14年に福祉事業者等が中心となってサ
ツマイモの栽培によって課題解決を図る「こ
なんイモ・夢づくり協議会」が立ち上がった。
同協議会では、障がい者や高齢者等が遊休農
地を活用してサツマイモを栽培し、食用とし
て販売し特産品の開発を行うとともに、規格

1　市民共同発電所が誕生した土壌
全国初となる事業性を持った市民共同発電

所は、今から四半世紀も前の1997年に「福祉
のまち」として知られる滋賀県湖南市で誕生
した。市民共同発電所とは、市民や地域の主
体が共同で再生可能エネルギー（以降、「自然
エネルギー」はほぼ同義）の発電設備の建設・運
営を行う取組みを総称するものである。福祉
事業者が事業所の屋根を提供し、そこに市民
から募った出資で太陽光パネルを設置した。発
電した電気は事業所で使用し料金を支払い、余
剰電力は電力会社に売電し、その収益を市民
に還元するという事業性のある仕組みである。
福祉事業所ではハンディキャップを持つ人

と協働し支え合い、地域のなかで共に暮らし
ている。それには、大規模な施設で１か所に
集中して管理（隔離）するのではなく、小規模
な方法で多機能かつ柔軟に対応していくこと、
共に汗水たらしながら働き水平的な関係で助
け合う双方向性が重要であるという。福祉に
長年取り組むなかで培われてきたこの考えを
体現するためのコンセプトが「安心安全・地
域分散・小規模、多機能・双方向」というキ
ーワードに凝縮される。このコンセプトは地
域主導の自然エネルギーの取組みにも通じる
ものであり、福祉と自然エネルギーの取組み
とがオーバーラップして市民共同発電所が誕
生したのである。

2　地域の一人ひとりが主役
福祉から発した自然エネルギーの取組みは、

以降も当地で脈々と受け継がれていくことに
なるが、その後に大きな進展をもたらしたの
が2012年の固定価格買取制度の実現である。
それに前後して湖南市では、自然エネルギー
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外品やつる・葉をメタン発酵させ発生するバ
イオガス（主にメタンガス）を燃料として発電や
熱といったエネルギー利用の実証に向けて取
り組んでいる。なお、発電や熱利用でメタン
ガスを燃焼させる際に二酸化炭素（CO₂）が発
生するが、これは植物がその成長過程で光合
成により吸収して取り込んだCO₂であり、全
体として大気中のCO₂量の増減に影響は与え
ないという考え方（カーボンニュートラル）に基
づき、地球温暖化対策として環境に貢献する
意義も認められる。
サツマイモの栽培では、空中栽培という方

法を用いている。袋の中に土と一緒に入れた
サツマイモの苗を棚の上に置いて育てる方法
で、通常の畑に比べて必要なスペースは小さ
くてよく、その分、栽培面積当たり３～８倍
の収穫量が期待できる。苗を１本ずつ袋に入
れるためサツマイモに発生する病気の伝染も
防げるという。サツマイモの空中栽培は省ス
ペースで比較的手軽にできることから、土づ
くり、植付け、水やり、収穫、運搬といった
一連の作業は障がい者の就労機会となり、ま
た高齢者の介護予防にも役立っている。
このように障がい者等が農業分野で活躍す

ることを通じ、自信や生きがいを持って社会
参画を実現していく取組みは「農福連携」と
呼ばれる。また、農福連携は障がい者等の就労
や生きがいづくりの場を生み出すだけでなく、
担い手不足や高齢化が進む農業分野において、
新たな働き手の確保につながる可能性もある。
この農福連携を支えるべく、先述の地域新

電力の事業として営農型太陽光発電の普及拡
大に取り組んでいる。営農型太陽光発電とは、
農地に支柱を立て上部空間に太陽光パネルを
設置し、営農を継続しながら同時に発電を行
う取組みである。農作物と太陽光発電パネル

とで太陽光をシェアすることから“ソーラーシ
ェアリング”とも呼ばれ、一定の条件下で農
地の一時転用の取扱い

（注）

が認められる。そこか
ら得られる収益は農福連携の支援やまちづく
りに活かしている。

4　新技術の社会的受容性を考える
国の「みどりの食料システム戦略」におい

ても農山漁村地域での脱炭素化を後押しする
ため、営農型太陽光発電の普及拡大が期待さ
れている。翻って地域に目を向けると、地域
が抱える課題は経済・環境・社会面で複雑に絡
み合っており、そこでの身近な暮らしに根ざ
している。新技術によるイノベーションは重
要だが、その新技術を社会実装するには地域
が正面から受け止め受け入れる必要がある。
それには、それぞれが暮らしの中で当事者と
して取り組む意義を実感するような身近な社
会問題の解決につながることが重要だろう。
湖南市での福祉を原点とした取組みがそのこ
とを教えてくれる。
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（注）実務面での取扱いなど詳しくは、農林水産省「営
農型発電設備の実務用Q&A（営農型発電設備の設
置者向け）」および「同（都道府県、市町村及び農業
委員会担当者向け）」（令和 3年 7月改訂版）参照。

写真　 サツマイモの空中栽培と営農型太陽光発電
（筆者撮影）
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